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◎　選挙管理委員会告示	 　　所管課（室）名
　・選挙人名簿登録者数の50分の１の数及び総数の80万を超える数に８分の１を  選挙管理委員会書記室
　　乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得
　　た数とを合算して得た数並びに県議会議員選挙区別の３分の１の数
　・選挙運動費用支出制限額  〃

長崎県選挙管理委員会告示第59号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第１項、第80条第１項、第81条第１
項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の
規定による選挙権を有する者の50分の１の数及び総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分
の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数並びに県議会議員選挙区別の３分の１
の数は次のとおりである。
　　令和３年11月26日

長崎県選挙管理委員会　
委員長　葺本　昭晴　

　１　50分の１の数  22,324人
　２　総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と
　　　40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を
　　　乗じて得た数とを合算して得た数  239,519人
　３　県議会議員選挙区別の３分の１の数
　　　　長 崎 市  116,029人
　　　　佐世保市・北松浦郡  72,579人
　　　　島 原 市  12,293人
　　　　諫 早 市  37,548人
　　　　大 村 市  26,290人
　　　　平 戸 市  8,550人
　　　　松 浦 市  6,162人
　　　　対 馬 市  8,346人
　　　　壱 岐 市  7,208人
　　　　五 島 市  10,356人
　　　　西 海 市  7,577人
　　　　雲 仙 市  11,905人
　　　　南島原市  12,557人
　　　　西彼杵郡  19,249人
　　　　東彼杵郡  10,043人
　　　　南松浦郡  5,364人
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長崎県選挙管理委員会告示第60号
　令和３年12月５日執行の長崎県議会議員補欠選挙における公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194条第１項
の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額を次のとおり定める。
　　令和３年11月26日

長崎県選挙管理委員会　
委員長　葺本　昭晴　

選 挙 区 支 出 制 限 額

五 島 市 選 挙 区 6,478,500円
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